
社会福祉法人　幌北学園　理事長　對木克彦　

1．入札に付する事項

社会福祉法人 幌北学園 ホームページ、及び　事務所玄関前 掲示板  ・  埼玉建設新聞 紙面にて公告

新築工事　構造：鉄骨造　地上2階建て 　延床面積　約 784 ㎡　

有

2．入札に参加する者に必要な資格

　　入札に参加できるのは、次の（1）～（8）の要件を全て満たしている方（単独企業）。
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定するものに該当しない者。

(2)

(3) 令和5年・6年度埼玉県競争入札参加資格名簿に登録され、かつ、次のすべてに該当する者。

ア) 「埼玉県競争入札参加者名簿(建設工事)」のＡ等級  総合評定値780点以上 の者。

イ) 建築一式工事に係る建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第６項の特定建設業の許可を受けている者。

ウ)

エ)

(4)

(5) 入札の対象となる建設工事の設計･監理を担当する者と、資本又は人事面で関係を有することのない者。

(6)

(7)

(8)

(9)

3．入札参加資格の審査の申請方法

　(1)　　入札参加資格審査申請書

　(2)　　施工実績調書及び施工実績調書の内容が確認できる書類

　(3)　　監理技術者設置予定届及び保有資格を証する書類

　(4)　　経営規模等評価結果通知書,総合評定値通知書（写し） 　※任意提出

　(5)　　特定建設業の許可書（写し）

　(6)　　埼玉県入札参加資格登録が確認できる書類

　(7)　　誓約書

　(8)　　法人登記簿謄本 ※申請に係る費用は申請者の負担とする。また、申請書類の返還はない。
4．設計図書等の配布

5．入札日

6．その他

設置主体（発注者） 社会福祉法人　幌北学園　理事長　對木克彦　　　　　　北海道札幌市北区新琴似12条10丁目3番17号

設 計 事 務 所

公　　　告

　下記の入札に付する事項の公告及び工事名の掲げる工事の入札等については、関係法令及び狭山市の公共工事における手続きに準拠した
取扱いとするほか、この公告事項によるものとします。

入札方法 一般競争入札（事後審査型）

株式会社　アーキテクト ファーム

公 告 日 令和5年6月26日(月)　　

本工事に配置できる専任の監理技術者（建設業法第27条の18項１項に規定する監理技術者資格証の交付を受けた者をいう。以
下同じ。)を有する者。

公 告 場 所

工 事 名 （仮称）入曽そらいろ保育園 新築工事

最低制限価格の設定

当法人の理事長又は理事と特別の利害関係（当法人の理事長又は理事若しくはこれらの親族(６親等以内の血族、配偶者又は３
親等以内の姻族)が役員に就いている者など)を有することのない者。

工 事 場 所 埼玉県狭山市大字南入曽字出口291番1

完 成 期 限 令和6年3月15日(金)

工 事 概 要

部分払いの有無 有　初回着手金：１０００万円　２回目：工事代金の1/3から初回金額を引いた金額（令和5年12月末）　最終：補助金入金後　残金

政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後２年を経過していない者、及びその
者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

入札の参加を申し込む日から過去２年間に、社会福祉施設等の建設に伴う不正行為又はこれに類する行為等に関与して、その
者又はその者が経営する事業所の役員若しくは職員が、逮捕又は起訴若しくは書類送検されていない者。

提出書類

公告の日から入札の日までの間に建設業法による営業停止の行政処分を受けていない者、かつ、埼玉県の指名停止基準による入
札参加停止を受けていない者。

会社更生法（平成14年法律第154号）又は会社更生法(昭和27年法第172号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者
（国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。）、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続
開始の申立てがなされていない者（国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。破産者で復権を得ない者で
ないこと。

申込用紙の
配布・受付

期間　　令和5年6月26日(月）　～　令和5年7月5日（水）　１２：００　締切

方法　　入札参加希望者が下記照会先に電話連絡の上、電子メールによる申込用紙の配布及び受付を行う。

　　　　　※右記電子メールアドレス（a_firm@d4.dion.ne.jp）宛に、入札参加希望者の電子メールアドレスを送付すること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3 年法律第77 号）第2条第6 号に規定する暴力団員が役員又は代表者と
して、もしくは実質的に経営に関与していない団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に
規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行っていない団体、その他暴力団等と社会的に非
難されるべき関係を有していない団体。

 2018年度以降、元請けとして福祉施設や教育施設等（保育所、幼稚園、認定こども園等）の建築工事（改修工事を除く。）の
施工実績を有すること。

日　時

入札日

令和5年7月7日（金）に、電子メールで配布。

照会先 　　兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾262　㈱アーキテクト ファーム　担当者：嶋谷　　電話：078-950-5035

令和5年8月1日(火)


